
国立市特別支援学級等「就学相談」の流れ 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

通常の学級に在籍 特別支援学級・特別支援学校に在籍 

スマイリーサポート 
（全市立小・中学校） 

通級指導学級 
（四小・六小・七小） 

特別支援学級 
（一小・三小・五小・ 

八小・一中・三中） 

特別支援学校 
（都立武蔵台 
特別支援学校）他 

 
対象となる 
しょうがい 
 

LD（学習しょうがい） 
ADHD（注意欠陥／多動性しょう

がい） 
高機能自閉症       等 

情緒しょうがい等（四小） 
情緒しょうがい等（六小） 
言語しょうがい（七小） 

 
知 的 し ょ う が い 

 

指導・支援
の形態 

 
個別の指導計画に基づいた
指導 
（個別・少人数指導、 
    ティームティーチング） 

 
週８時間を上限に、週に１～
２日程度の通級による指導 

（個別・少人数指導） 

１学級児童・生徒８人
を定員として、学年に
よって週２８時間程
度の指導（個別・少人数
指導） 

１学級児童・生徒原則
６人を定員とする個別
・少人数指導 

 
 
 
指導・支援
内容 
 
 
 
 

 
学級経営案や年間指導計画

に基づき作成した個別の指
導計画に則した支援・指導 
 
学習や生活を進める上での困難
や不十分さを軽減する指導 
 

 
学習、運動、コミュニケーシ

ョン能力等、学校などの集団
生活に必要な基本的な知識・
能力を身に付ける適応指導 
 
コミュニケーション能力発音や吃
音等の改善やことばの発達を促す
指導 

 
しょうがいに基づく種々の困難を改善し

社会参加に必要な知識・技能・態度を養う
指導 
 
各教科、道徳、特別活動、自立活動等の

指導 

保護者の気づき 

○心理・教育について専門の   ○見学及び体験の紹介をします。 
 スタッフが相談に応じます。 ○秘密は厳守します。 
○お子さんの就学についての  ○予約制です。 
 希望や考えを確認します。 
    
            
                      

相 談 

申 請 
相 談 

 

【就学指導委員会】 

   教育・心理・医療等の専門家が児童・生徒の状態について協議をし、 

  適切な就学先について判定をします。 

就学相談 

保 護 者 と の 結 果 面 談 

国立市教育委員会が就学・転学先を決定 

判 定 

 
就学指導委員会の判定結

果を保護者に伝え、話し合

い、就学先を決定します。 

○学級担任 

○特別支援教育 

 コーディネーター 


